
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 「土地等の評価明細書作成コーナー」で土地等の評価明

細書を作成する場合の操作手順を説明します。 
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※令和４年分の画面にて説明しています。 

 



 

1 

土地等の評価明細書を作成する場合編 

１ 贈与税の申告書の作成を開始する前に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「土地等の評価明細書作成開始（土地等の評価明細書作成コーナーへ）」ボタンをク

リックします。 

 

 「贈与税の申告書作成コーナー」では、贈与を受けた財産の評価を

済ませた後に申告書の作成を開始してください。 

 なお、贈与を受けた財産が路線価方式により評価を行う土地（地目

が宅地）で、一定の場合に該当するときは、「土地等の評価明細書作

成コーナー」を利用して土地等の評価を行うことができます。 

 また、「土地等の評価明細書作成コーナー」で入力した情報を利用

して、贈与税の申告書を作成することができますので、是非ご利用く

ださい。 

① 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

 ２ ご利用に当たっての留意事項  

 

① ② 

③ 

④ 
⑤ 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

① 確定申告書等作成コーナーの「よくある質問」及び「ご利用ガイド」へのリンクが表

示されます。 

   また、検索窓へキーワードを入力し、「検索」ボタンをクリックすると「よくある質

問」の検索結果が表示されます。 

 ② 作成の進行状況が表示されます。 

   上段：確定申告書等作成コーナーでの申告書等の主な作成の流れを表します。 

   下段の文字リンク：上段の詳細を表します。 

③ 「土地等の評価明細書作成コーナー」をご利用になる際の留意事項が記載してありま

すので、ご確認ください。 

④ 「税務署への提出方法の選択」画面（トップページの次の画面）で選んだ提出方法が

選択されています。 

  なお、書面提出から e-Tax へ提出方法を変更する場合は、「税務署への提出方法の選

択」画面まで戻り、「e-Tax」と表示されている任意の送信方式のボタンを選択し、ク

リックしてください。 

 ⑤ 内容を確認したら「次へ＞」ボタンをクリックします。 

 

 

      「土地等の評価明細書作成コーナー」は、贈与を受けた土地等の評

価を行い、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を作成す

るコーナーです。 

このコーナーで評価を行うことができる土地は、次の(1)から(3)の

全てを満たすものに限ります。 

     (1) 地目が宅地であること 

         (2) 形状がほぼ長方形（正方形）であること 

         (3) 利用状況が①自用地、②借地権、③底地（借地権が設定されてい

る宅地）及び④貸家建付地（貸家の敷地）のいずれかであること 

    （上記の(1)から(3)の全てを満たしていても、ご利用になれない場合

があります。詳しくは「土地等の評価明細書作成コーナー」の「ご利

用になれない方」をご覧ください。） 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

３ 土地等の評価明細書の入力 

 

 

① 評価する宅地について、該当するものをクリックします。 

 

① 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

４ 土地等の評価明細書（第１表）の入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 評価する宅地の所在地番等の入力 

① 入力中の土地等の評価明細書の件数が表示されます。 

※ 10件まで入力（作成）することができます。 

② 評価する宅地の所在地番等を入力します。 

③ 「所有者をコピー」ボタンをクリックすると、「(3)評価する宅地の所有者」で入力

した住所（所在地）及び氏名（法人名）を「(4)評価する宅地の使用者」欄にコピーす

ることができます。 

② 

① 

③ 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

(2) 評価する宅地の路線価等の入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 

⑤ 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

④ 評価する宅地の路線価等を入力します。 

  各入力項目の説明については画面上の文字リンク（よくある質問）で確認することが

できます。 

⑤ 「路線価図等の閲覧」ボタンをクリックすると、路線価図を確認することができます。 

  

(3) その他参考となる事項の入力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ その他参考となる事項を入力してください。 

  入力した内容は、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書（第１表）」の「地

形図及び参考事項」欄に表示されます。 

⑦ 入力した内容に誤りがなければ「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

   ６ページの入力画面は、４ページの「３ 土地等の評価明細書の入力」

画面で「１つの道路に接している宅地」ボタンをクリックした場合を表示

しています。 

   クリックしたボタンの種類により表示される入力画面が変わります。 

「２つの道路（正面と側面）に接している宅地」ボタンをクリックした

場合に表示される入力画面については、８ページの「【参考】『２つの道

路（正面と側面）に接している宅地』ボタンをクリックした場合の入力画

面」をご確認ください。 

⑥ 

⑦ 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

【参考】『２つの道路（正面と側面）に接している宅地』ボタンをクリックした場合の入力画面 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

①「間口距離をコピー」ボタンをクリックすると「(4)路線価等の入力」の間口距離に

入力された距離を基に「(5)奥行距離の入力」欄の奥行距離に距離をコピーすること

ができます。 

    ※ ４ページの「３ 土地等の評価明細書の入力」画面でクリックしたボタンの種類

に応じて表示される入力画面が変わります。 

 「間口距離をコピー」ボタンをクリックした場合は、「(5)奥行距離の入

力」欄の奥行距離にコピーされた距離の値をご確認ください。 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

５ 土地等の評価明細書（第２表）の入力 

 

① ６ページの「(2) 評価する宅地の路線価等の入力」で選択した「(3)宅地の利用状況」

の「利用区分」が表示されます。 

 ② 「借地権割合」、「借家権割合」及び「賃貸割合」を選択（又は入力）します。 

※ ①に表示されている利用区分の種類により選択（又は入力）する項目が異なります

のでご注意ください。 

① 

② 

③ 

④ 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

  ※ 「借地権割合」は、表示されている道路（正面路線）に対するものを選択します。 

  ③ 入力した内容は、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書（第２表）」の「備

考」欄に表示されます。 

 ④ 入力した内容に誤りがなければ「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックしてくださ

い。 

   

   10 ページの入力画面は、４ページの「３ 土地等の評価明細書の入

力」画面で「１つの道路に接している宅地」ボタンをクリックした場合を

表示しています。 

複数の道路に接している場合の「借地権割合」は、借地権割合の選択が

可能となっている道路に表示されている借地権割合を選択してください。 

   ４ページでクリックしたボタンの種類及び「正面路線」の判定結果によ

り表示される入力画面は異なります。 

  ※ ４ページの「３ 土地等の評価明細書の入力」画面で「２つの道路

（正面と側面）に接している宅地」ボタンをクリックし、B の道路が

「正面路線」と判定された場合に表示される入力画面については、12

ページの「【参考】 『２つの道路（正面と側面）に接している宅地』

で B の道路が『正面路線』と判定された場合の入力画面」をご確認く

ださい。 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

【参考】 『２つの道路（正面と側面）に接している宅地』で Bの道路が『正面路線』と判定された場合 

の入力画面 

 

 

※ ４ページの「３ 土地等の評価明細書の入力」画面でクリックしたボタンの種類及び

「正面路線」の判定結果に応じて表示される入力画面が変わります。 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

６ 土地等の評価明細書の計算結果の確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 入力した内容に誤りがないか確認します。 

② 入力した内容に誤りがなければ「確認終了（次へ）＞」ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

① 

② 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

７ 土地等の評価明細書の入力結果 

  入力した内容に誤りがないか確認します。 

 修正を行う場合は「修正」ボタンを、削除を行う場合は「削除」ボタンをクリックしてく

ださい。 

 

① 評価する宅地が複数ある場合には該当するボタンをクリックすることで作成する「土

地等の評価明細書」を追加することができます。 

  なお、作成できる「土地等の評価明細書」は 10件までです。 

② 入力した内容に誤りがなければ「入力終了（次へ）＞」ボタンをクリックしてくださ    

い。 

 

 

 

 

 

① 

② 
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土地等の評価明細書を作成する場合編 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 「書面提出」を選択している場合の「７ 土地等の評価明細書の入力結果」画面 

 
 ※ 「書面提出」の場合は、「贈与税の申告書の作成の有無の確認」が表示されますの

で、該当する項目にチェックを入れてください。 

      14 ページの「７ 土地等の評価明細書の入力結果」は提出方法が

「e-Tax（マイナンバーカード方式）」を選択している場合を表示して

います。 

「書面提出」を選択している場合には画面が異なりますのでご注意

ください。 

 

 

① 

② 


